
保育園・認定こども園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校の先生方 

お困りのことはありませんか？ 相談に応じます 

巡回相談チラシ 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

・クラス内に気になる子が何人かいる… 

・個別の指導計画って？ 書き方がわからない 

 

        より良い支援について いっしょに考えていきましょう       

 

巡回相談利用の流れ 

 

 

 

 

 

 

       

 

                                    昨年度 保育園・幼稚園・小中学校など のべ５００件以上の依頼あり 

① 申し込み 

・電話連絡  日程調整 

・巡回相談申込書を提出 

 （✉メール oｒ         ＦＡＸ） 

＊学校のホームページより 

ダウンロードしてください 

② 参観・相談 

・対象のお子さんを参観 

・支援方法について話し合い 

・必要に応じて発達検査実施 

 →支援方法の提案 

③ 事後相談・再訪問 

・必要に応じて事後連絡、 

再訪問 

→支援方法の見直し 

 

・じっとしていることができない     

・ぼーっとしている          

・活動の切り替えができない 

・思い通りにならないとパニックになる 

・友達に手が出てしまう 

・友達とトラブルが多い 

・立ち歩きが多い 

 

・準備や片付けに時間がかかる 

・忘れ物が多い 

・言葉がなかなか出ない 

・会話がむずかしい 

・読み、書きがむずかしい 

・計算がむずかしい 

・手先が不器用 

 

群馬県立しろがね特別支援学校（        前橋市東大室町１７７番地１） 

TEL ： ０２７－２６８－６１１１   ＦＡＸ ： ０２７－２６８－６１１３ 

Mail ： shirogane-snes01@edu-g.gsn.ed.jp 

担当 専門アドバイザー 板谷
い た や

みのり    

このような困りごとはありませんか？ 

お気軽にご相談ください 


